令和８年度
ふれあいサロン事業
応募のしおり


＊＊受付期間＊＊
令和８年４月１日（水）～令和８年６月３０日（火）
＊＊受付＊＊
≪受付場所≫　市役所福祉課、吉川支所健康福祉課、市立公民館、市民活動センター
≪受付時間≫　平日の午前８時３０分から午後５時まで
（市立公民館は月末、市民活動センターは第３木曜日が休館日の
ため受付できません）

＊＊お問合せ先＊＊

　　　

　

　　次の項目をすべて満たしていること
· 三木市を拠点として活動を運営している団体

· 構成員が5人以上で、その半数以上が市内に住所を有する団体
· 市から別の補助金や委託金等を受けていない団体
＊＊＊補助対象とならない団体＊＊＊

　　×営利を目的とする団体
　　×政治活動又は宗教活動を行う団体

　　×暴力団員等との関わりがあると認められる団体
　　×法令に違反した団体
　　

※サロン利用者とは、サロン活動に参加する方のことです。サロン利用者のうち、下記に記載されている方が補助の対象となります。
◆高齢者（市内に住所を有する６５歳以上の方）
◆家で閉じこもりがちな方

◆障がいのある方

◆児童及びその保護者（児童は満１８歳未満の方）


次の項目をすべて満たしていること
· 原則月１回以上開催すること

· 活動は集会所や公民館など拠点施設で原則実施すること。ただし、利用者を対象として交流と福祉の向上が図れるときは、拠点施設以外で年２回を限度に補助対象とできる。
· 開催１回あたり、補助の対象となるサロン利用者が５名以上あること。

◆ １回の開催時間は概ね２時間以上であること。
＊＊＊＊補助対象とならない活動＊＊＊＊

　×　参加する対象者を限定している場合
　　　例）高齢者のみ、障がい者のみ、子どもと保護者のみ

　×　特定の目的での活動（旅行、趣味、サークル活動等）　

　×　用務を兼ねる場合
　　　例）老人会とサロン活動を兼ねる。いきいき体操とサロン活動を兼ねるなど。


[image: image1]
注）活動報告書時に「領収書（写し）」と「写真・チラシなど活動状況の分かるもの」の提
出が必要となります。「領収書（写し）」は購入したもの、数量、金額などの明細のわかるもの。
＊＊＊補助対象とならない経費＊＊＊

× 弁当、出前、惣菜など
× 団体構成員の人件費や各種手当、ユニホームなど
× 拠点施設の家賃、光熱水費、修繕費など


　
◆　基礎補助金　上限４８，０００円
　※①～③の要件を満たす事業を１年を通して月１回開催した場合の上限額

◆　加算金 
ア　利用者加算

補助の対象となるサロン利用者数  １０名以上２０名未満/回　 　５００円/月

　　　　 補助の対象となるサロン利用者数　２０名以上/回　　　　 　１，０００円/月

　　　イ　開催回数加算

　　　　 補助の対象となる事業を月３回以上開催した場合　　　          ５００円/月

　※アの場合、同月内において複数回サロン活動を行う場合は、最多利用者の人数を加算の算定の対象とします。
　※補助の対象となる経費と加算金を加えた補助金の額のいずれか少ない額となります。
　※補助対象とならない活動があった月は、基礎補助金の額を差し引きます。

◆　申請方法　申請用紙に必要な事項を記入のうえ応募してください。

◆　申請用紙　市役所福祉課・吉川支所健康福祉課・市立公民館・市民活動センターに備え付けています。様式は、市のホ―ムページからもダウンロードできます。http://www.city.miki.lg.jp/
◆　提出書類

	１
	三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付申請書　　（様式１）

	２
	事業計画書　　（様式２）

	３
	収支予算書　　（様式３）

	４
	構成員名簿

	５
	会則（任意様式）

	６
	ふれあいサロン活動紹介用紙


※ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーを取るようにしてください。

◆　受付期間　令和８年４月１日（水）～　令和８年６月３０日（火）
※平日の午前８時３０分から午後５時まで
（市立公民館は月末、市民活動センターは第３木曜日が休館日）
◆　受付場所　市役所福祉課、吉川支所健康福祉課、市立公民館、市民活動センター
※郵送・ＦＡＸ・電子メールでは受付けできません。

◆　審査の結果を、申請者へ直接お知らせします。

◆　提出いただいた、申請書や報告書は公開の対象とします。
※ 審査時に活動の内容などについて、説明を求める場合があります。

1.申請書の提出　　　　　

　　　　　　　　　　　　
2.採否審査　　　　　　　

　　　　　　
3.採否決定通知　　　　　

　　　　　　　　　　　　
4.活動報告書の提出　　　

5.補助金の確定通知　　　
　　　　　　

6.補助金の交付請求　　　

　　　　　　
　
7.団体への送金　　　　　
この事業は、住民が自主的に運営するふれあいサロン活動に対して、その運営に要する費用の一部を補助することにより、地域の高齢者、障がいのある方、児童及びその保護者並びに家に閉じこもりがちな方が地域の中で生き生きと生活できる環境を創出するとともに、地域における見守りと支えあいに資する活動を促進することを目的としています。








三木市健康福祉部福祉課


〒673-0403　三木市上の丸１０－３０


電話：８２－２０００（代表）


ホームページ　� HYPERLINK "http://www.city.miki.lg.jp/" ��http://www.city.miki.lg.jp/�





①補助の対象となる団体




















②補助の対象となるサロン利用者











③補助の対象となる活動要件











④補助の対象となる経費





○報償費（講演会など外部からの講師や出演者への謝礼など）


○茶菓子代（開催中のお茶、菓子等（アルコールを除く））


〇食料費（調理して食べる具材、調味料等（弁当、出前、調理しない食べ物は除く））


○消耗品費（活動に必要な文具や、ごみ袋、紙コップ等）


○使用料（事業の実施に必要な会場の使用料など）


〇物品購入費（事業の実施に必要な機材などの購入費）


○運送費（参加者の送迎などの車代）


○通信運搬費（広報や案内などに使用する切手代）


○印刷製本費（広報や案内などの印刷代）


○保険料（運営スタッフ及び行事保険代）














⑤補助金の額











⑥応募の方法





結果の通知

















申請から補助金交付まで





2.書類審査し補助対象の可否の審査を行います。





3.交付決定された場合は、補助金の交付予定額の通知を行います。


交付却下の場合は、その旨の通知を行います。





4.活動終了後、速やかに所定の報告用紙に必要事項を記入のうえ


市役所福祉課か吉川支所健康福祉課に提出してください。


提出期限：令和９年３月３１日（水）





5.活動報告書を審査のうえ、補助金の額を確定し通知します。





6.所定の請求書に振込先などを記入のうえ、市役所福祉課、吉川支所健康福祉課のどちらかに提出してください。





7.請求書提出後、２ヶ月以内に補助金を指定の振込先に送金します。














● 市のホームページ等に団体名および活動内容等を開示しますのでご了承ください。


●「みきボランタリーフェスタ」での活動内容の展示など、協働のまちづくりを推進する事業の参加に努めてください。














